
改
正

後
現

行
３

（
略

）
３

指
導

に
つ

い
て

の
留

意
事

項
(
1
)

学
習

指
導

に
つ

い
て

指
導

に
当

た
っ

て
は

、
児

童
養

護
施

設
を

措
置

解
除

さ
れ

、
家

庭
の

事
情

等
に

よ
り

や
む

を
得

ず
、

施
設

内
に

居
住

し
て

い
る

大
学

生
等

を
講

師
と

し
て

活
用

を
図

る
こ

と
。

そ
の

際
に

、
謝

金
等

を
学

習
指

導
加

算
額

の
範

囲
内

で
支

出
し

て
差

し
支

え
な

い
も

の
と

す
る

。
(
2
)

ス
ポ

ー
ツ

や
表

現
活

動
に

つ
い

て
、

、
、

、
ア

指
導

内
容

は
児

童
の

性
別

年
齢

興
味

関
心

及
び

発
達

状
況

等
に

留
意

し
体

力
や

運
動

能
力

を
増

進
す

る
と

と
も

に
、

児
童

の
創

造
的

思
考

や
協

調
性

等
を

高
め

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
イ

指
導

方
法

は
い

た
ず

ら
に

技
術

の
向

上
に

走
る

こ
と

な
く

、
児

童
に

ス
ポ

ー
ツ

や
表

現
活

動
の

楽
し

さ
を

体
得

さ
せ

る
こ

と
を

基
本

と
す

る
こ

と
。

ウ
指

導
効

果
を

高
め

る
た

め
、

他
の

職
員

と
の

協
調

連
携

を
図

る
こ

と
。

(
3
)

指
導

員
に

つ
い

て
指

導
員

の
雇

用
の

形
態

に
つ

い
て

は
、

常
勤

、
非

常
勤

の
別

を
問

わ
な

い
も

の
で

あ
る

。

４
実

施
施

設
４

実
施

施
設

(
1
)

（
略

）
(
1
)

指
導

員
を

配
置

す
る

施
設

は
「

児
童

福
祉

施
設

最
低

基
準

（
昭

和
23

年
厚

生
省

令
」

第
6
3
号

）
が

遵
守

さ
れ

て
お

り
、

か
つ

、
法

人
及

び
施

設
運

営
が

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
施

設
で

あ
っ

て
次

に
掲

げ
る

施
設

に
限

る
も

の
と

す
る

。
(
2
)

学
習

指
導

(
2
)

学
習

指
導

児
童

養
護

施
設

、
児

童
自

立
支

援
施

設
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
、

小
規

模
児

童
養

護
施

設
、

児
童

自
立

支
援

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

、
里

親
住

居
型

児
童

養
育

事
業

を
行

う
者

（
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
、

里
親

）
(
3
)

（
略

）
(
3
)

特
別

指
導

児
童

養
護

施
設

５
（

略
）

５
経

費
に

つ
い

て
指

導
員

の
配

置
に

要
す

る
経

費
及

び
学

習
指

導
に

必
要

な
副

教
材

費
等

の
経

費
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

措
置

費
の

交
付

要
綱

に
よ

り
支

弁
さ

れ
る

も
の

で
あ

る
。
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○
里

親
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
が

保
育

所
へ

入
所

す
る

場
合

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
（

平
成

1
1
年

８
月

3
0
日

児
家

第
5
0
号

厚
生

省
大

臣
官

房
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

、
児

童
家

庭
局

家
庭

福
祉

課
長

、
児

童
家

庭
局

保
育

課
長

連
盟

通
知

）
の

新
旧

対
照

表
（

案
）

改
正

後
現

行
児

家
第

5
0

号
児

家
第

5
0

号
平

成
1
1
年

８
月

3
0
日

平
成

1
1
年

８
月

3
0
日

【
一

部
改

正
】

平
成

1
4
年

1
0
月

1
5
日

雇
児

福
発

第
1
0
1
5
00

1
号

【
一

部
改

正
】

平
成

14
年

1
0
月

1
5
日

雇
児

福
発

第
1
0
1
5
0
0
1
号

【
一

部
改

正
】

平
成

年
月

日
雇

児
福

発
第

号

都
道

府
県

都
道

府
県

各
指

定
都

市
民

生
主

管
部

（
局

）
長

殿
各

指
定

都
市

民
生

主
管

部
（

局
）

長
殿

中
核

市
中

核
市

厚
生

省
大

臣
官

房
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

厚
生

省
大

臣
官

房
障

害
保

健
福

祉
部

障
害

福
祉

課
長

児
童

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

長
児

童
家

庭
局

家
庭

福
祉

課
長

児
童

家
庭

局
保

育
課

長
児

童
家

庭
局

保
育

課
長

里
親

に
委

託
さ

れ
て

い
る

児
童

が
保

育
所

へ
入

所
す

る
場

合
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

里
親

に
委

託
さ

れ
て

い
る

児
童

が
保

育
所

へ
入

所
す

る
場

合
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
略

）
児

童
福

祉
行

政
及

び
障

害
福

祉
行

政
の

推
進

に
つ

い
て

は
、

か
ね

て
よ

り
特

段
の

御
配

慮
を

煩
わ

せ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

今
般

、
標

記
に

つ
い

て
、

別
紙

の
と

お
り

取
り

扱
う

こ
と

と
し

た
の

で
、

十
分

御
留

意
の

上
、

遺
憾

の
な

い
よ

う
に

さ
れ

た
い

。

別
紙

別
紙

１
（

略
）

１
里

親
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
が

保
育

所
へ

入
所

す
る

場
合

の
取

扱
い

に
つ

い
て

ア
取

扱
い

里
親

の
就

労
等

に
よ

り
里

親
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
の

保
育

に
欠

け
る

こ
と

と
な

っ
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
児

童
の

最
善

の
利

益
の

観
点

か
ら

、
当

該
里

親
へ

の
委

託
を

継
続

す
る

こ
と

が
適

切
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

は
、

当
該

児
童

に
つ

き
里

親
、

。
に

委
託

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

保
育

所
に

入
所

す
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
も

の
と

す
る

児
童

を
既

に
就

労
し

て
い

る
里

親
に

委
託

す
る

こ
と

が
、

当
該

児
童

の
最

善
の

利
益

に
適

う
と

認
め

ら
れ

る
場

合
に

つ
い

て
も

、
同

様
の

取
り

扱
い

で
あ

る
こ

と
。

本
取

扱
い

を
行

う
に

際
し

て
は

、
児

童
相

談
所

と
市

町
村

の
間

で
十

分
に

連
携

を
図

り
、

当
該

児
童

に
つ

い
て

最
善

の
措

置
を

採
る

こ
と

。
イ

費
用

の
支

弁
①

里
親

に
対

す
る

支
弁

里
親

委
託

に
係

る
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
児

童
入

、
所

施
設

措
置

費
等

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
（

平
成

1
1
年

４
月

3
0
日

厚
生

省
発

児
第

」
8
6
号

厚
生

事
務

次
官

通
知

（
以

下
「

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

」
と

い
。

う
）

及
び

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
国

庫
負

担
金

に
つ

。
「

（資料１０）
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改
正

後
現

行
い

て
」

通
知

の
施

行
に

つ
い

て
（

平
成

1
1
年

４
月

3
0
日

児
発

第
4
1
6
号

厚
生

省
児

」
童

家
庭

局
長

通
知

。
以

下
「

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

施
行

通
知

」
と

い
う

）
。

に
よ

り
、

月
額

を
支

弁
す

る
。

②
保

育
所

に
対

す
る

支
弁

保
育

所
運

営
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

「
児

童
福

祉
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

、
庫

負
担

金
に

つ
い

て
（

昭
和

5
1
年

４
月

1
6
日

厚
生

省
発

児
第

5
9
号

の
２

厚
生

事
務

」
次

官
通

知
。

以
下

「
保

育
所

運
営

費
交

付
要

綱
」

と
い

う
）

及
び

「
児

童
福

祉
。

「
法

に
よ

る
保

育
所

運
営

費
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
通

知
の

施
行

に
つ

い
て

（
昭

」
和

5
1
年

４
月

1
6
日

厚
生

省
発

児
第

5
9
号

の
５

厚
生

省
児

童
家

庭
局

長
通

知
。

以
下

「
保

育
所

運
営

費
施

行
通

知
」

と
い

う
）

で
定

め
る

保
育

単
価

に
よ

り
、

月
額

を
。

支
弁

す
る

。
ウ

費
用

の
徴

収
①

里
親

委
託

に
係

る
費

用
徴

収
里

親
委

託
に

係
る

措
置

費
の

国
庫

精
算

上
の

費
用

徴
収

に
つ

い
て

は
、

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

の
第

５
に

定
め

る
「

児
童

入
所

施
設

徴
収

金
基

準
額

表
」

に
よ

り
、

月
額

を
徴

収
す

る
。

②
保

育
所

入
所

に
係

る
費

用
徴

収
徴

収
を

免
除

す
る

。

２
里

親
及

び
小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
を

行
う

者
以

下
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
２

里
親

に
委

託
さ

れ
て

い
る

児
童

が
障

害
児

通
園

施
設

へ
通

所
す

る
場

合
の

取
扱

い
に

（
「

」
と

い
う

）
に
委

託
さ

れ
て

い
る

児
童

が
障

害
児

通
園

施
設

又
は

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

。
通

う
場

合
の

取
扱

い
に

つ
い

て
ア

取
扱

い
ア

取
扱

い
児

童
が

里
親

又
は

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

に
委

託
さ

れ
て

お
り

、
当

該
児

童
が

身
体

児
童

が
里

親
に

委
託

さ
れ

て
お

り
、

当
該

児
童

が
身

体
等

に
障

害
を

有
し

て
い

る
等

に
障

害
を

有
し

て
い

る
場

合
に

知
的

障
害

児
通

園
施

設
難

聴
幼

児
通

園
施

設
場

合
に

、
知

的
障

害
児

通
園

施
設

、
難

聴
幼

児
通

園
施

設
又

は
肢

体
不

自
由

児
通

園
、

、
、

肢
体

不
自

由
児

通
園

施
設

（
以

下
「

障
害

児
通

園
施

設
」

と
い

う
）

又
は

児
童

デ
イ

施
設

（
以

下
「

障
害

児
通

園
施

設
」

と
い

う
）

に
お

い
て

専
門

的
な

療
育

・
訓

練
を

。
。

サ
ー

ビ
ス

に
お

い
て

専
門

的
な

療
育

・
訓

練
を

受
け

る
こ

と
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

受
け

る
こ

と
が

必
要

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
「

里
親

制
度

の
運

営
に

つ
い

て
（

平
、

」
場

合
は

、
里

親
に

つ
い

て
は

「
里

親
制

度
の

運
営

に
つ

い
て

（
平

成
1
4
年

９
月

５
日

成
1
4
年

９
月

５
日

雇
児

発
第

0
9
0
5
0
0
2
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
」

雇
児

発
第

09
0
5
0
0
2
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
知

）
第

４
の

１
の

知
）

第
４

の
１

の
（

１
）

の
キ

に
よ

り
、

通
所

施
設

の
指

導
訓

練
を

受
け

さ
せ

る
こ

（
１

）
の

キ
に

よ
り

、
通

所
施

設
の

指
導

訓
練

を
受

け
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が

、
そ

の
取

扱
い

に
つ

い
て

は
、

と
さ

れ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

そ
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

下
記

に
留

意
す

る
と

下
記

に
留

意
さ

れ
た

い
。

と
も

に
フ

ァ
ミ

リ
ホ

ー
ム

に
つ

い
て

も
同

様
の

取
扱

い
と

さ
れ

た
い

。
。

①
本

取
扱

い
の

対
象

児
童

は
、

障
害

児
通

園
施

設
に

つ
い

て
は

児
童

福
祉

法
第

2
6

①
障

害
児

通
園

施
設

の
日

々
の

通
所

人
員

は
認

可
定

員
を

超
え

な
い

も
の

と
す

る
条

第
１

項
第

１
号

に
基

づ
き

、
都

道
府

県
知

事
に

報
告

し
た

児
童

に
限

る
こ

と
と

、
、

し
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

第
2
6
条

第
１

項
第

５
号

の
規

定
に

基
づ

き
市

町
村

長
に

報
告

又
は

通
知

し
た

児
童

に
限

る
も

の
で

あ
る

。
②

本
取

扱
い

を
行

う
に

際
し

て
は

、
児

童
相

談
所

に
お

い
て

十
分

検
討

の
上

、
ま

②
本

取
扱

い
を

行
う

に
際

し
て

は
、

児
童

相
談

所
に

お
い

て
十

分
検

討
の

上
、

当
た

、
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

児
童

相
談

所
と

市
町

村
の

間
で

十
分

に
連

該
児

童
に

お
い

て
最

善
の

措
置

を
採

る
こ

と
。

携
を

図
り

、
当

該
児

童
に

お
い

て
最

善
の

措
置

を
採

る
こ

と
。
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改
正

後
現

行
③

既
に

身
体

等
に

障
害

を
有

し
て

お
り

、
障

害
児

通
園

施
設

や
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

③
既

に
身

体
等

に
障

害
を

有
し

て
お

り
、

障
害

児
通

園
施

設
に

通
所

し
て

い
る

児
ス

に
通

っ
て

い
る

児
童

が
里

親
又

は
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
へ

委
託

さ
れ

る
場

合
に

童
が

里
親

へ
委

託
さ

れ
る

場
合

に
つ

い
て

も
、

同
様

の
取

扱
い

で
あ

る
こ

と
。

つ
い

て
も

、
同

様
の

取
扱

い
で

あ
る

こ
と

。

イ
費

用
の

支
弁

イ
費

用
の

支
弁

①
里

親
及

び
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
に

対
す

る
支

弁
①

里
親

に
対

す
る

支
弁

里
親

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

委
託

に
係

る
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

、
児

里
親

委
託

に
係

る
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

付
要

綱
及

び
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
施

行
通

知
に

よ
付

要
綱

及
び

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

施
行

通
知

に
よ

り
月

額
を

支
弁

す
る

。
り

月
額

を
支

弁
す

る
。

②
の

１
障

害
児

通
園

施
設

に
対

す
る

支
弁

②
障

害
児

通
園

施
設

に
対

す
る

支
弁

障
害

児
通

園
施

設
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

「
障
害

児
施

設
措

置
費

（
給

付
障

害
児

通
園

施
設

措
置

費
の

支
弁

に
つ

い
て

は
「

障
害

児
施

設
措

置
費

国
庫

負
、

、
費

等
）

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
（

平
成

1
9
年

1
2
月

1
8
日

厚
生

労
働

省
発

障
第

1
2
1
8

担
金

及
び

知
的

障
害

者
施

設
措

置
費

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
（

平
成

1
0
年

７
月

3
」

」
0
0
2
号

厚
生

労
働

事
務

次
官

通
知

。
以

下
「

障
害

児
施

設
措

置
費

交
付

要
綱

」
と

い
1
日

厚
生

省
障

第
2
2
3
号

厚
生

事
務

次
官

通
知

。
以

下
「

障
害

児
施

設
措

置
費

交
付

う
）

及
び

「
障

害
児

施
設

措
置

費
（

給
付

費
等

）
国

庫
負

担
金

に
つ

い
て

」
の

要
綱

」
と

い
う

）
及

び
「

障
害

児
施

設
措

置
費

国
庫

負
担

金
及

び
知

的
障

害
者

。
「

。
「

通
知

の
施

行
に

つ
い

て
（

平
成

1
9
年

1
2
月

1
8
日

障
発

第
1
2
1
8
0
0
1
号

障
害

保
健

福
施

設
措

置
費

国
庫

負
担

金
に

つ
い

て
」

の
通

知
の

施
行

に
つ

い
て

（
平

成
1
0
年

７
」

」
祉

部
長

通
知

。
以

下
「

障
害

児
施

設
措

置
費

施
行

通
知

」
と

い
う

）
で

定
め

る
保

月
3
1
日

障
第

4
4
6
号

障
害

保
健

福
祉

部
長

通
知

。
以

下
「

障
害

児
施

設
措

置
費

施
行

。
護

単
価

に
よ

り
、

事
務

費
に

つ
い

て
は

月
額

を
支

弁
し

、
事

業
費

に
つ

い
て

は
次

通
知

」
と

い
う

）
で

定
め

る
保

護
単

価
に

よ
り

、
事

務
費

に
つ

い
て

は
月

額
を

支
。

の
算

式
に

よ
り

日
割

り
で

支
弁

す
る

。
弁

し
、

事
業

費
に

つ
い

て
は

次
の

算
式

に
よ

り
日

割
り

で
支

弁
す

る
。

そ
の

月
の

支
弁

額
そ

の
月

の
支

弁
額

＝
月

額
保

護
単

価
÷

そ
の

月
の

開
園

日
数

×
そ

の
月

の
通

園
し

た
日

数
＝

月
額

保
護

単
価

÷
そ

の
月

の
開

園
日

数
×

そ
の

月
の

通
園

し
た

日
数

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

、
、

曜
日

、
国

民
の

祝
日

及
び

休
日

を
除

い
た

日
数

を
い

う
。

曜
日

、
国

民
の

祝
日

及
び

休
日

を
除

い
た

日
数

を
い

う
。

②
の

２
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

対
す

る
費

用
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

費
用

に
つ

い
て

は
「

障
害

者
自

立
支

援
法

に
基

づ
、

く
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

及
び

基
準

該
当

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

に
要

す
る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
（

平
成

1
8
年

厚
生

労
働

省
告

示
第

5
2
3
号

）
に

準
」

じ
て

算
定

し
た

額
と

す
る

。

ウ
費

用
の

徴
収

ウ
費

用
の

徴
収

①
里

親
及

び
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
委

託
に

係
る

費
用

徴
収

①
里

親
委

託
に

係
る

費
用

徴
収

里
親

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

委
託

に
係

る
措

置
費

の
国

庫
精

算
上

の
費

用
徴

里
親

委
託

に
係

る
措

置
費

の
国

庫
精

算
上

の
費

用
徴

収
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

収
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

付
要

綱
の

第
５

に
定

め
る

「
児

童
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

の
第

５
に

定
め

る
「

児
童

入
所

施
設

徴
収

金
基

準
額

入
所

施
設

徴
収

金
基

準
額

表
」

に
よ

り
、

月
額

を
徴

収
す

る
。

表
」

に
よ

り
、

月
額

を
徴

収
す

る
。

②
障

害
児

通
園

施
設

及
び

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
徴

収
②

障
害

児
通

園
施

設
通

所
に

係
る

費
用

徴
収

徴
収

を
免

除
す

る
。

徴
収

を
免

除
す

る
。
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改
正

後
現

行
３

母
子

生
活

支
援

施
設

入
所

児
童

が
障

害
児

通
園

施
設

又
は

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
通

３
母

子
生

活
支

援
施

設
入

所
児

童
が

障
害

児
通

園
施

設
へ

通
所

す
る

場
合

の
取

扱
い

に
う

場
合

の
取

扱
い

に
つ

い
て

つ
い

て
ア

取
扱

い
ア

取
扱

い
児

童
が

母
子

生
活

支
援

施
設

に
入

所
し

て
お

り
、

当
該

児
童

が
身

体
等

に
障

害
を

児
童

が
母

子
生

活
支

援
施

設
に

入
所

し
て

お
り

、
当

該
児

童
が

身
体

等
に

障
害

を
有

し
て

い
る

場
合

に
、

障
害

児
通

園
施

設
又

は
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

お
い

て
専

門
有

し
て

い
る

場
合

に
、

障
害

児
通

園
施

設
に

お
い

て
専

門
的

な
療

育
・

訓
練

を
受

け
的

な
療

育
・

訓
練

を
受

け
る

こ
と

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
当

該
児

童
に

つ
る

こ
と

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
場

合
は

、
当

該
児

童
に

つ
き

、
母

子
生

活
支

援
施

設
き

、
母

子
生

活
支

援
施

設
に

入
所

し
て

い
る

こ
と

が
、

障
害

児
通

園
施

設
又

は
児

童
に

入
所

し
て

い
る

こ
と

が
、

障
害

児
通

園
施

設
に

通
所

す
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
も

の
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

通
う

こ
と

を
妨

げ
な

い
も

の
と

す
る

。
な

お
、

そ
の

取
扱

い
に

つ
と

す
る

。
な

お
、

そ
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
下

記
に

留
意

さ
れ

た
い

。
い

て
は

、
下

記
に

留
意

さ
れ

た
い

。
。

①
本

取
扱

い
の

対
象

児
童

は
、

障
害

児
通

園
施

設
に

つ
い

て
は

児
童

福
祉

法
第

2
6

①
障

害
児

通
園

施
設

の
日

々
の

通
所

人
員

は
認

可
定

員
を

超
え

な
い

も
の

と
す

る
条

第
１

項
第

１
号

に
基

づ
き

、
都

道
府

県
知

事
に

報
告

し
た

児
童

に
限

る
こ

と
と

、
、

し
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
は

第
2
6
条

第
１

項
第

５
号

の
規

定
に

基
づ

き
市

町
村

長
に

報
告

又
は

通
知

し
た

児
童

に
限

る
も

の
で

あ
る

。
②

本
取

扱
い

を
行

う
に

際
し

て
は

、
児

童
相

談
所

と
福

祉
事

務
所

又
は

市
町

村
の

②
本

取
扱

い
を

行
う

に
際

し
て

は
、

児
童

相
談

所
と

福
祉

事
務

所
の

間
で

十
分

連
間

で
十

分
連

携
を

図
り

、
当

該
児

童
に

お
い

て
最

善
の

措
置

を
採

る
こ

と
。

携
を

図
り

、
当

該
児

童
に

お
い

て
最

善
の

措
置

を
採

る
こ

と
。

③
既

に
身

体
等

に
障

害
を

有
し

て
お

り
、

障
害

児
通

園
施

設
又

は
児

童
デ

イ
サ

ー
③

既
に

身
体

等
に

障
害

を
有

し
て

お
り

、
障

害
児

通
園

施
設

に
通

所
し

て
い

る
児

ビ
ス

に
通

っ
て

い
る

児
童

が
母

子
生

活
支

援
施

設
へ

入
所

す
る

場
合

に
つ

い
て

も
童

が
母

子
生

活
支

援
施

設
へ

入
所

す
る

場
合

に
つ

い
て

も
、

同
様

の
取

扱
い

で
あ

、
同

様
の

取
扱

い
で

あ
る

こ
と

。
る

こ
と

。
イ

費
用

の
支

弁
イ

費
用

の
支

弁
①

母
子

生
活

支
援

施
設

に
対

す
る

支
弁

①
母

子
生

活
支

援
施

設
に

対
す

る
支

弁
母

子
生

活
支

援
施

設
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
母

子
生

活
支

援
施

設
措

置
費

の
支

弁
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

付
要

綱
及

び
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
施

行
通

知
に

よ
り

月
額

を
支

弁
す

る
。

交
付

要
綱

及
び

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

施
行

通
知

に
よ

り
月

額
を

支
弁

す
る

。
②

の
１

障
害

児
通

園
施

設
に

対
す

る
支

弁
②

障
害

児
通

園
施

設
に

対
す

る
支

弁
障

害
児

通
園

施
設

措
置

費
の

支
弁

に
つ

い
て

は
、

障
害

児
施

設
措

置
費

交
付

要
障

害
児

通
園

施
設

措
置

費
の

支
弁

に
つ

い
て

は
、

障
害

児
施

設
措

置
費

交
付

要
綱

及
び

障
害

児
施

設
措

置
費

施
行

通
知

で
定

め
る

保
護

単
価

に
よ

り
、

事
務

費
に

綱
及

び
障

害
児

施
設

措
置

費
施

行
通

知
で

定
め

る
保

護
単

価
に

よ
り

、
事

務
費

に
つ

い
て

は
月

額
を

支
弁

し
、

事
業

費
に

つ
い

て
は

次
の

算
式

に
よ

り
日

割
り

で
支

つ
い

て
は

月
額

を
支

弁
し

、
事

業
費

に
つ

い
て

は
次

の
算

式
に

よ
り

日
割

り
で

支
弁

す
る

。
弁

す
る

。
そ

の
月

の
支

弁
額

そ
の

月
の

支
弁

額
＝

月
額

保
護

単
価

÷
そ

の
月

の
開

園
日

数
×

そ
の

月
の

通
園

し
た

日
数

＝
月

額
保

護
単

価
÷

そ
の

月
の

開
園

日
数

×
そ

の
月

の
通

園
し

た
日

数
（

注
）

1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

、
、

曜
日

、
国

民
の

祝
日

及
び

休
日

を
除

い
た

日
数

を
い

う
。

曜
日

、
国

民
の

祝
日

及
び

休
日

を
除

い
た

日
数

を
い

う
。

②
の

２
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

費
用

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
に

つ
い

て
は

「
障
害

者
自

立
支

援
法

に
基

づ
、

く
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

及
び

基
準

該
当

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

に
要

す
る

費
用

の
額

の
算

定
に

関
す

る
基

準
」

に
準

じ
て

算
定

し
た

額
と

す
る

。
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改
正

後
現

行
ウ

費
用

の
徴

収
ウ

費
用

の
徴

収
①

母
子

生
活

支
援

施
設

入
所

に
係

る
費

用
徴

収
①

母
子

生
活

支
援

施
設

入
所

に
係

る
費

用
徴

収
母

子
生

活
支

援
施

設
措

置
費

の
国

庫
精

算
上

の
費

用
徴

収
に

つ
い

て
は

、
児

童
母

子
生

活
支

援
施

設
措

置
費

の
国

庫
精

算
上

の
費

用
徴

収
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

付
要

綱
の

第
５

に
定

め
る

「
児

童
入

所
施

設
徴

収
金

基
準

入
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

の
第

５
に

定
め

る
「

児
童

入
所

施
設

徴
収

金
基

準
額

表
」

に
よ

り
月

額
を

徴
収

す
る

。
額

表
」

に
よ

り
月

額
を

徴
収

す
る

。
②

の
１

障
害

児
通

園
施

設
に

係
る

費
用

徴
収

②
障

害
児

通
園

施
設

通
所

に
係

る
費

用
徴

収
障

害
児

通
園

施
設

措
置

費
の

国
庫

精
算

上
の

費
用

徴
収

に
つ

い
て

は
、

障
害

児
障

害
児

通
園

施
設

措
置

費
の

国
庫

精
算

上
の

費
用

徴
収

に
つ

い
て

は
、

障
害

児
施

設
措

置
費

交
付

要
綱

の
別

表
４

－
１

「
障

害
児

施
設

徴
収

金
基

準
額

表
（

扶
養

施
設

措
置

費
交

付
要

綱
の

５
の

（
５

）
で

定
め

る
表

１
「

障
害

児
施

設
徴

収
金

基
義

務
者

用
」

を
基

に
、

次
の

算
式

に
よ

り
日

割
り

で
徴

収
す

る
。

準
額

表
（

扶
養

義
務

者
用

」
を

基
に

、
次

の
算

式
に

よ
り

日
割

り
で

徴
収

す
る

。
）

）
そ

の
月

の
徴

収
額

そ
の

月
の

徴
収

額
＝

徴
収

金
基

準
額

÷
そ

の
月

の
開

園
日

数
×

そ
の

月
の

通
園

し
た

日
数

＝
徴

収
金

基
準

額
÷

そ
の

月
の

開
園

日
数

×
そ

の
月

の
通

園
し

た
日

数
（

注
）

1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

（
注

）
1
0
円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
。

ま
た

「
開

園
日

数
」

と
は

、
日

、
、

曜
日

、
国

民
の

祝
日

及
び

休
日

を
除

い
た

日
数

を
い

う
曜

日
、

国
民

の
祝

日
及

び
休

日
を

除
い

た
日

数
を

い
う

。
②

の
２

児
童

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
費

用
徴

収
児

童
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

国
庫

精
算

上
の

費
用

徴
収

に
つ

い
て

は
「

や
む

を
、

得
な

い
事

由
に

よ
る

措
置

を
行

っ
た

場
合

の
単

価
等

の
取

扱
い

に
つ

い
て

（
平

成
」

）
。

1
8
年

1
1
月

1
7
日

障
障

発
第

1
1
1
7
00

2
号

障
害

福
祉

課
長

通
知

に
準

じ
て

取
り

扱
う

４
そ

の
他

４
そ

の
他

、
里

親
及

び
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
又

は
母

子
生

活
支

援
施

設
里

親
に

委
託

さ
れ

て
い

る
児

童
及

び
母

子
生

活
支

援
施

設
に

入
所

し
て

い
る

児
童

が
に

入
所

し
て

い
る

児
童

が
、

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
又

は
児

童
自

立
支

援
施

設
へ

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
又

は
児

童
自

立
支

援
施

設
へ

通
所

す
る

場
合

の
費

用
の

支
通

所
す

る
場

合
の

費
用

の
支

弁
及

び
徴

収
に

つ
い

て
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
弁

及
び

徴
収

に
つ

い
て

は
、

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

の
第

７
に

定
め

る
と

ア
費

用
の

支
弁

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

里
親

、
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

通
所

部
及

び
児

童
自

立
支

援
施

設
通

所
部

措
置

費
の

支
弁

に
つ

い
て

は
、

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

交
付

要
綱

及
び

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

施
行

通
知

に
よ

り
月

額
を

支
弁

す
る

。
イ

費
用

の
徴

収
①

里
親

及
び

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

委
託

又
は

母
子

生
活

支
援

施
設

入
所

に
係

る
費

用
徴

収
里

親
及

び
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
委

託
に

係
る

措
置

費
又

は
母

子
生

活
支

援
施

設
措

置
費

の
国

庫
精

算
上

の
費

用
徴

収
に

つ
い

て
は

、
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
交

付
要

綱
の

第
５

に
定

め
る

「
児

童
入

所
施

設
徴

収
金

基
準

額
表

」
に

よ
り

、
月

額
を

徴
収

す
る

。
②

情
緒

障
害

児
短

期
治

療
施

設
通

所
部

又
は

児
童

自
立

支
援

施
設

通
所

部
に

係
る

費
用

徴
収

徴
収

を
免

除
す

る
。
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「
婦

人
保

護
費

の
国

庫
負

担
及

び
国

庫
補

助
に

つ
い

て
」

の
一

部
改

正
新

旧
対

照
表

（
案

）

新
旧

別
紙

別
紙

婦
人

保
護

費
国

庫
負

担
金

及
び

国
庫

補
助

金
交

付
要

綱
婦

人
保

護
費

国
庫

負
担

金
及

び
国

庫
補

助
金

交
付

要
綱

（
通

則
）

（
通

則
）

１
略

１
婦
人
保
護
費
国
庫
負
担
金
及
び
国
庫
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

は
、

予
算

の
範

囲
内

に
お

い
て

交
付

す
る

も
の

と
し

、
売

春
防

止
法

（
昭

和
３

１
年

法
律

第

１
１
８
号
）
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１
３

年
法

律
第

３
１

号
。

以
下

「
配

偶
者

暴
力

防
止

法
」

と
い

う
、

補
助

金
等

に
係

る
予

算
の

。
）

執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
３
０
年
法
律
第
１
７
９
号
）
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
令

（
昭

和
３

０
年

政
令

第
２

５
５

号
）

及
び

厚
生

労

働
省

所
管

補
助

金
等

交
付

規
則

（
平

成
１

２
年

令
第

６
号

）
の

規
定

に
よ

る
ほ

か
、

こ
労

働
省

厚
生

省

の
交

付
要

綱
の

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

（
交

付
の

目
的

）
（

交
付

の
目

的
）

２
略

２
こ

の
補

助
金

等
は

、
売

春
防

止
法

に
基

づ
き

要
保

護
女

子
に

つ
い

て
そ

の
転

落
の

未
然

防

止
と

保
護

更
生

を
図

る
こ

と
及

び
配

偶
者

暴
力

防
止

法
に

基
づ

き
配

偶
者

か
ら

の
暴

力
被

害

者
で

あ
る

女
性

の
保

護
等

を
目

的
と

す
る

。

（
交

付
の

対
象

）
（

交
付

の
対

象
）

３
略

３
こ

の
補

助
金

等
は

、
次

の
事

業
を

交
付

の
対

象
と

す
る

。

（
１

）
婦

人
保

護
事

業
費

負
担

金

売
春

防
止

法
第

３
４

条
第

２
項

第
３

号
及

び
配

偶
者

暴
力

防
止

法
第

３
条

第
３

項
第

３

号
（

同
第

４
項

の
規

定
に

よ
り

、
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
を

満
た

す
者

に
委

託
し

て
行

う
場

合
を

含
む

。
）

の
規

定
に

よ
り

、
都

道
府

県
が

行
う

婦
人

相
談

所
に

よ
る

一
時

保
護

の
実

施
に

係
る

事
業

（
２

）
婦

人
相

談
所

運
営

費
負

担
金

売
春

防
止

法
第

３
８

条
第

１
項

第
１

号
及

び
配

偶
者

暴
力

防
止

法
第

２
７

条
第

１
項

第

１
号

の
規

定
に

よ
り

、
都

道
府

県
が

行
う

婦
人

相
談

所
の

運
営

事
業

（
３

）
婦

人
保

護
事

業
費

補
助

金

昭
和

３
８

年
３

月
１

９
日

厚
生

省
発

社
第

３
４

号
厚

生
事

務
次

官
通

知
「

婦
人

保
護

事

業
の

実
施

要
領

に
つ

い
て

」
の

第
四

の
６

に
よ

り
、

都
道

府
県

が
行

う
婦

人
保

護
施

設
（

婦
人

保
護

長
期

収
容

施
設

を
含

む
）

の
運

営
事

業
。

（資料１１）
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新
旧

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

（
交

付
額

の
算

定
方

法
）

４
こ

の
補

助
金

等
の

交
付

額
は

、
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
と

す
る

。
４

略

（
１

）
別

紙
の

表
の

第
２

欄
に

定
め

る
種

目
ご

と
に

、
第

３
欄

に
定

め
る

基
準

額
と

第
４

欄
に

定
め

る
対

象
経

費
の

実
支

出
額

と
を

比
較

し
て

少
な

い
方

の
額

を
選

定
す

る
。

（
２

（
１

）
に

よ
り

選
定

さ
れ

た
額

に
第

５
欄

に
掲

げ
る

負
担

（
補

助
）

率
を

乗
じ

る
。

）

（
３

（
２

）
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

を
交

付
額

と
す

る
。

）

（
交

付
の

条
件

）
（

交
付

の
条

件
）

５
こ

の
補

助
金

等
の

交
付

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

５
こ

の
補

助
金

等
の

交
付

決
定

に
は

、
次

の
条

件
が

付
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
事

業
に

要
す

る
経

費
の

配
分

の
変

更
に

つ
い

て
は

、
次

に
よ

り
行

う
も

の
と

す
る

。
（

１
）

事
業

に
要

す
る

経
費

の
配

分
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

次
に

よ
り

行
う

も
の

と
す

る
。

ア
婦

人
保

護
事

業
費

負
担

金
、

婦
人

相
談

所
運

営
費

負
担

金
及

び
婦

人
保

護
事

業
費

補
助

金
ア

婦
人

保
護

事
業

費
負

担
金

、
婦

人
相

談
所

運
営

費
及

び
婦

人
保

護
事

業
費

補
助

金

間
で

の
経

費
の

配
分

の
変

更
は

、
し

て
は

な
ら

な
い

も
の

と
す

る
。

間
で

の
経

費
の

配
分

の
変

更
は

、
し

て
は

な
ら

な
い

も
の

と
す

る
。

婦
人

保
護

施
設

運
営

費
補

助
金

に
係

る
事

業
に

要
す

る
経

費
の

種
目

間
で

の
配

分
の

婦
人

保
護

施
設

運
営

費
補

助
金

に
係

る
事

業
に

要
す

る
経

費
の

種
目

間
で

の
配

分
の

イ
イ

変
更
（
そ
れ
ぞ
れ
の
配
分
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
の
１
０
％
以
内
の
変
更
を
除
く
。
）
を

変
更
（
そ
れ
ぞ
れ
の
配
分
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
の
１
０
％
以
内
の
変
更
を
除
く
。
）
を

行
う

場
合

に
は

、
当

該
都

道
府

県
の

区
域

を
管

轄
す

る
地

方
厚

生
局

長
（

徳
島

県
、

香
行

う
場

合
に

は
、

当
該

都
道

府
県

の
区

域
を

管
轄

す
る

地
方

厚
生

局
長

（
徳

島
県

、
香

川
県

、
愛

媛
県

及
び

高
知

県
に

あ
っ

て
は

四
国

厚
生

支
局

長
、

以
下

「
地

方
厚

生
（

支
）

川
県

、
愛

媛
県

及
び

高
知

県
に

あ
っ

て
は

四
国

厚
生

支
局

長
、

以
下

「
地

方
厚

生
（

支
）

局
長

」
と

い
う

）
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

局
長

」
と

い
う

）
の

承
認

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

。
。

（
２

）
事

業
の

内
容

の
変

更
（

軽
微

な
変

更
を

除
く

）
を

す
る

場
合

に
は

、
地

方
厚

生
（

支
）

（
注

）
配

分
額

は
交

付
決

定
額

と
す

る
。

。

（
２

）
事

業
の

内
容

の
変

更
（

軽
微

な
変

更
を

除
く

）
を

す
る

場
合

に
は

、
地

方
厚

生
（

支
）

局
長

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
。

局
長

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

３
）

事
業

を
中

止
し

、
又

は
廃

止
す

る
場

合
に

は
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
の

承
認

を
受

け

（
３

）
事

業
を

中
止

し
、

又
は

廃
止

す
る

場
合

に
は

、
地

方
厚

生
（

支
）

局
長

の
承

認
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

４
）

事
業

に
よ

り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

価
格

が
単

価
５

０
万

円
以

上
の

機
械

及

（
４

）
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
価

格
が

単
価

５
０

万
円

以
上

の
機

械
及

び
器

具
に

つ
い

て
は

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
令

び
器

具
に

つ
い

て
は

、
補

助
金

等
に

係
る

予
算

の
執

行
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
施

行
令

第
１

４
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

厚
生

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
る

期
間

を
経

過
す

第
１

４
条

第
１

項
第

２
号

の
規

定
に

よ
り

厚
生

労
働

大
臣

が
別

に
定

め
る

期
間

を
経

過
す

る
ま

で
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
の

承
認

を
受

け
な

い
で

こ
の

補
助

金
等

の
交

付
の

目
的

る
ま

で
、

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
の

承
認

を
受

け
な

い
で

こ
の

補
助

金
等

の
交

付
の

目
的

に
反

し
て

使
用

し
、

譲
渡

し
、

交
換

し
、

貸
し

付
け

、
又

は
担

保
に

供
し

て
は

な
ら

な
い

。

に
反

し
て

使
用

し
、

譲
渡

し
、

交
換

し
、

貸
し

付
け

、
又

は
担

保
に

供
し

て
は

な
ら

な
い

。
（

５
）

地
方
厚
生
（
支
）
局
長
の
承
認
を
受
け
て
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り
収
入
が
あ
っ
た

（
５

）
地
方
厚
生
（
支
）
局
長
の
承
認
を
受
け
て
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り
収
入
が
あ
っ
た

場
合

に
は

、
そ

の
収

入
の

全
部

又
は

一
部

を
国

庫
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。

場
合

に
は

、
そ

の
収

入
の

全
部

又
は

一
部

を
国

庫
に

納
付

さ
せ

る
こ

と
が

あ
る

。
（

６
）

事
業

に
よ

り
取

得
し

、
又

は
効

用
の

増
加

し
た

財
産

に
つ

い
て

は
、

事
業

完
了

後
に

お
い

（
６

）
事

業
に

よ
り

取
得

し
、

又
は

効
用

の
増

加
し

た
財

産
に

つ
い

て
は

、
事

業
完

了
後

に
お

い
て

も
善

良
な

管
理

者
の

注
意

を
も

っ
て

管
理

す
る

と
と

も
に

、
そ

の
効

率
的

な
運

営
を

図
ら

て
も

善
良

な
管

理
者

の
注

意
を

も
っ

て
管

理
す

る
と

と
も

に
、

そ
の

効
率

的
な

運
営

を
図

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

７
）

こ
の

補
助

金
等

と
事

業
に

係
る

予
算

及
び

決
算

と
の

関
係

を
明

ら
か

に
し

た
別

紙
様

式
１

（
７

）
こ

の
補

助
金

等
と

事
業

に
係

る
予

算
及

び
決

算
と

の
関

係
を

明
ら

か
に

し
た

別
紙

様
式

１
に

よ
る

調
書

を
作

成
し

、
こ

れ
を

事
業

完
了

後
５

年
間

保
管

し
て

お
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

に
よ

る
調

書
を

作
成

し
、

こ
れ

を
事

業
完

了
後

５
年

間
保

管
し

て
お

か
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
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新
旧

（
申

請
手

続
）

（
申

請
手

続
）

６
都

道
府

県
知

事
は

、
別

紙
様

式
２

に
よ

る
申

請
書

に
関

係
書

類
を

添
え

て
、

毎
年

度
の

５
６

略

月
末

日
ま

で
に

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

（
変

更
申

請
手

続
）

（
変

更
申

請
手

続
）

７
略

７
こ

の
補

助
金

等
の

交
付

決
定

後
の

事
情

の
変

更
に

よ
り

申
請

の
内

容
を

変
更

し
て

追
加

交

付
申

請
等

を
行

う
場

合
に

は
、

６
に

定
め

る
申

請
手

続
に

従
い

、
別

に
定

め
る

期
日

ま
で

に

行
う

も
の

と
す

る
。

（
交

付
決

定
ま

で
の

標
準

的
処

理
期

間
）

（
交

付
決

定
ま

で
の

標
準

的
処

理
期

間
）

８
略

８
国

は
、

６
又

は
７

に
定

め
る

申
請

書
が

到
達

し
た

日
か

ら
起

算
し

て
、

原
則

と
し

て
７

０
日

以
内

に
交

付
の

決
定

（
決

定
の

変
更

を
含

む
）

を
行

う
も

の
と

す
る

。
。

（
補

助
金

等
の

概
算

払
）

（
補

助
金

等
の

概
算

払
）

９
略

９
厚

生
労

働
大

臣
は

、
補

助
金

等
の

概
算

払
を

す
る

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
に

は
、

国
の

支
払

計
画

承
認

額
の

範
囲

内
に

お
い

て
、

概
算

払
い

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
実

績
報

告
）

（
実

績
報

告
）

1
0

略
1
0

都
道

府
県

知
事

は
、

別
紙

様
式

３
に

よ
る

事
業

実
績

報
告

書
に

関
係

書
類

を
添

え
て

、
翌

年

度
の

６
月

末
日

（
５

の
（

３
）

に
よ

り
事

業
の

中
止

又
は

廃
止

の
承

認
を

受
け

た
場

合
に

は
、

当

該
承

認
通

知
を

受
理

し
た

日
か

ら
１

か
月

を
経

過
し

た
日

）
ま

で
に

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
補

助
金

等
の

返
還

）
（

補
助

金
等

の
返

還
）

1
1

略
1
1

地
方

厚
生

（
支

）
局

長
は

、
交

付
す

べ
き

補
助

金
等

の
額

を
確

定
し

た
場

合
に

お
い

て
、

既
に

そ
の

額
を

超
え

る
補

助
金

等
が

交
付

さ
れ

て
い

る
と

き
は

、
期

限
を

定
め

て
そ

の
超

え
る

部
分

に

つ
い

て
国

庫
に

返
還

す
る

こ
と

を
命

ず
る

。
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新
旧

（
そ

の
他

）
（

そ
の

他
）

1
2

略
1
2

特
別

の
事

情
に

よ
り

４
，

６
，

７
及

び
１

０
に

定
め

る
算

定
方

法
、

手
続

き
に

よ
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
に

は
、

あ
ら

か
じ

め
地

方
厚

生
（

支
）

局
長

の
承

認
を

受
け

て
そ

の
定

め
る

と
こ

ろ

に
よ

る
も

の
と

す
る

。
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新
旧

別
紙

婦
人

保
護

費
交

付
基

準

略
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
負

担

(
補

助
)
率

婦
人

保
護

事
務

費
次

に
掲

げ
る

額
の

合
算

額
婦

人
相

談
所

一
時

５
／

１
０

事
業

費
１

別
表

に
示

す
「

施
設

事
務

費
算

定
基

準
」

に
よ

っ
て

算
保

護
所

職
員

設
置

の

負
担

金
定

さ
れ

た
額

（
経

費
の

種
類

ご
と

に
そ

れ
ぞ

れ
の

単
価

に
た

め
に

必
要

な
給

員
数

（
別

に
定

め
る

「
職

員
職

種
別

配
置

基
準

」
を

限
度

料
、

賃
金

、
職

員
手

と
す

る
。

）
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

算
額

）
を

、
当

該
施

当
等

及
び

運
営

の
た

設
の

取
扱

定
員

に
１

２
を

乗
じ

た
数

に
よ

っ
て

除
し

て
得

め
に

必
要

な
旅

費
、

た
額

（
円

未
満

切
捨

）
と

、
表

１
「

施
設

事
務

費
基

準
限

需
用

費
（

印
刷

製
本

度
額

」
と

を
比

較
し

て
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
に

取
扱

費
、

食
糧

費
、

光
熱

定
員

と
１

２
を

乗
じ

て
得

た
額

（
以

下
「

標
準

国
庫

補
助

水
費

、
燃

料
費

、
修

基
本

額
」

と
い

う
）

と
す

る
。

繕
料

、
役

務
費

（
通

。

た
だ

し
、

職
員

職
種

別
配

置
基

準
を

満
た

す
施

設
で

あ
信

運
搬
費

）
、
備

品

っ
て

、
指

導
員

が
配

置
基

準
を

超
え

て
配

置
さ

れ
て

い
る

購
入

費
、

委
託

料
等

場
合

に
は

、
当

該
超

え
た

指
導

員
数

の
範

囲
内

に
お

い
て

、

厚
生

労
働

大
臣

が
必

要
と

認
め

た
指

導
員

数
（

以
下

「
指

導
員

加
算

数
」

と
い

う
）

を
限

度
と

し
て

「
施

設
事

務
。

費
算

定
基

準
」

に
よ

っ
て

算
定

さ
れ

た
額

（
指

導
員

に
係

る
経

費
の

種
類

ご
と

に
そ

れ
ぞ

れ
の

単
価

に
指

導
員

加
算

数
を

乗
じ

て
得

た
額

の
合

算
額

）
を

、
当

該
施

設
の

取
扱

定
員

に
１

２
を

乗
じ

た
数

に
よ

っ
て

除
し

て
得

た
額

（
円

未
満

切
捨

）
と

表
２

「
指

導
員

１
人

当
た

り
加

算
限

度
額

」

に
指

導
員

加
算

数
を

乗
じ

て
得

た
額

と
を

比
較

し
て

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

に
取

扱
定

員
と

１
２

を
乗

じ
て

得
た

額
を

標
準

国
庫

補
助

基
本

額
に

加
算

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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